
東海村、日立市の避難計画の不備・欠落

（準備書面（１５））
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東海第二原発運転差止訴訟控訴審

２０２４年１２月２５日 第４回口頭弁論期日

一審原告ら訴訟代理人弁護士 大河陽子



本日のプレゼン
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１ 避難計画に関する原審の判示

２ 控訴審準備書面（1）、（2）、（8）の概要

３ 東海村・日立市の避難計画の不備・欠落

（控訴審準備書面（１５））



１ 避難計画に関する原審の判示
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立地審査原判決７２１頁
「数万ないし数十万人に及ぶ住民が一定の時間内に避難すること
はそれ自体相当に困難を伴うものである上、福島第一発電所事故
からも明らかなとおり原子力災害は、地震、津波等の自然災害に
伴って発生することも当然に想定されなければならず、人口密集地
帯の原子力災害における避難が容易ではないことは明らかである
ことに照らすと、現行法による原子力災害防災対策をもってすれば、
…いかに人口密集地帯であろうと、実効的な避難計画を策定し深
層防護の第５の防護レベルの措置を担保することができるといえる
のかについては疑問があるといわなければならない。すなわち、国
や地方自治体が実現可能な避難計画等を策定することができない
とすれば、深層防護の第５の防護レベルを達成するためには、設置
（変更）許可申請に係る４号要件の「発電用原子炉施設の位置が
災害の防止上支障がないこと」として、立地審査指針の原則的立地
条件⑶・基本的目標ｂ・指針２の原子炉から一定の距離の範囲内は
低人口地帯であることを求める考え方を取り入れ、当該発電用原子
炉施設の周辺が緊急事態における避難を困難ならしめる人口地帯
となっていないかについても審査するほかないと考えられる。」 4



立地審査
原判決７２１頁
「しかしながら、都道府県及び市町村は、国が策定する防災基本計
画及び原子力規制委員会が策定する原子力災害対策指針に基づ
いて、それぞれ、都道府県地域防災計画及び市町村地域防災計画
を作成するものとされること（認定事実１８⑴エ）、国は、災害対策基
本法３条１項及び原子力災害対策特別措置法４条１項に基づき、組
織及び機能の全てを挙げて、防災に関し万全の措置を講ずる責務
を有していること（認定事実１８⑴イ）に照らすと、人口帯との離隔に
係る審査がないことをもって新規制基準が不合理であるとまで直ち
には断ずることはできない。
もっとも、上記のとおり、原子力規制委員会は、災害対策基本法、
原子力災害対策特別措置法及び関係法令に基づく対策によって深
層防護の第５の防護レベルは担保されているとするものの、発電用
原子炉施設と人口帯との離隔も含め深層防護の第５の防護レベル
が達成されているかについて何ら具体的な審査をするものではない
から、争点８－２（避難計画）において、更に検討する。」
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第５の防護レベルの達成
原判決７２６頁
「深層防護の第５のレベルが達成されているというためには、少なく
とも、原子力災害対策指針において、原子力災害対策重点区域、す
なわちPAZ及びUPZにおいて、全面緊急事態に至った場合、同指
針による段階的避難等の防護措置が実現可能な計画及びこれを実
行し得る体制が整っていなければならないというべきである。そして、
同指針において、警戒事態を判断するEALとして、震度６弱以上の
地震の発生、大津波警報の発表、設計基準を超える竜巻、洪水、台
風、火山等の外部的事象の発生が挙げられていること等（略）に照
らすと、（略）、深層防護の第５の防護レベルについても、大規模地
震、大津波、火山の噴火等の自然現象による原子力災害を想定し
た上で、実現可能な避難計画が策定され、これを実行し得る体制が
整っていなければ、ＰＡＺ及びＵＰＺの住民との関係において、深層防
護の第５の防護レベルが達成されているということはできないので
あって、人格権侵害の具体的危険がある。」
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人口約９４万人
原判決７２７頁、７２８頁
「避難経路が集中しないように、ＰＡＺ・ＵＰＺ全域を通じて調整され
た合理的な避難経路の確立及びその周知は必要不可欠である。」
「段階的避難の枠組みについては、特に本件のようにＰＡＺ・ＵＰＺ合
計９４万人余の人口を抱える地域において、ＵＰＺの住民の理解と協
力なくしては実現し得ないといえるところ、そのためには、ＵＰＺの住
民に対する防護措置すなわち、屋内退避の安全性確保、緊急モニタ
リング及び迅速な避難指示伝達制度の確立並びに避難退域時検
査体制の確立が必要不可欠であり、これらの安全対策が確保され
た上で、ＵＰＺの住民にこれらの対策が確保されていることから段階
的避難によって安全が図られることが周知されていなければならな
い。」
「茨城県広域避難計画は平成２７年３月に策定されているものの、
それから５年余を経過した本件口頭弁論終結時までに原子力災害
広域避難計画を策定した市町村は、ＰＡＺ及びＵＰＺの１４市町村の
うち、５つの自治体にとどまる。そして、これらの５つの自治体は、い
ずれもＵＰＺであり、（略）避難対象人口も相対的に少ない自治体
（略）である。」 7



自然災害による原発事故
を考慮していないこと

原判決７２８頁、７２９頁
「例えば、大規模地震が発生した場合については、住宅が損壊し、
道路が寸断することをも想定すべきところ、住宅が損壊した場合の
屋内退避については具体的に触れるところがなく、道路の寸断があ
る場合については、茨城県広域避難計画において、県及び市町村
は大規模地震等により被災し通行不能となった道路等の情報を迅
速に提供するものと記載されているにとどまり、住民への情報提供
手段は今後の課題とされている（認定事実１８⑵ア（イ））。原子力
総合パンフレットにおいて指摘されている自然災害などにより避難
経路が使用できない場合の複数の避難経路の設定はされていない
（認定事実１８⑵イ（イ）及び⑷イ）。」
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自然災害による原発事故
を考慮していないこと

原判決７２９頁
「また、茨城県広域避難計画は、複合災害時におけるモニタリング
機能の維持、災害対策本部機能の維持及び第２の避難先の確保を
今後の検討課題としており、常陸太田市は、複合災害時又は冬季の
代替え避難先を、常陸大宮市は、複合災害時における第２の避難先
の確保及び災害対策本部機能の維持を、鉾田市は、複合災害時に
おける第２の避難先、代替避難経路の確保及び災害対策本部機能
の維持を、大子町は複合災害時の第２の避難先の確保及び行政機
能の業務継続体制を今後の課題としており、大規模地震等の自然
災害を前提として実行可能な避難計画が策定されているという状
況には至っていない。（認定事実１８⑵ア（イ）及びイ（イ））」
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２ 控訴審準備書面（1）、（2）、（8）の概要
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控訴審準備書面（１）
避難所の一人当たり面積の見直しのため白紙状態に

〇福島第一原発事故による避難の現実
内閣府「国の防災基本計画や各地方公共団体の地域防災計画
においては、広範囲の住民避難を必要とする原子力災害を想定し
たものではなかったこと、地震・津波との複合災害のため住民へ
の情報伝達や避難先の確保等が困難だった」

〇東海第二周辺地域
・約９４万人という莫大な人口を抱えている。背後には首都圏。
・県は「避難所建物面積」の避難先市町村合計を、２㎡/人で割っ
て収容人数を算出し，県内避難先市町村の「避難者受入人数」と
して割り当て。避難所の面積に、非居住スぺースも含まれる。
→２０２１年６月 茨城県「３．０～４．５㎡/人」とする
２０２１年１０月 避難先受入市町村 受入人数「調整中」に

・人口比７５％の避難者を受け入れる自治体も
・茨城県「避難計画の全体像が見えていない」（２０２１年５月）、
水戸市「どこへ逃げるかさえ決まっていない」（２０２２年７月）
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控訴審準備書面（２）
原子力災害による人格権侵害は避難弱者に集中

〇福島第一原発事故時、避難先が確保されていなかったため、受
け入れ先を求めて転々と移動して過酷な避難の末、死亡した入院
患者。障害者とその家族は取り残された。

〇病院・福祉施設の避難計画
・避難先の確保が困難であること等から避難計画を作ることがで
きない。
・福祉車両などの移動手段は確保されていない。
・在宅の要支援者は介護・介助者なしでは避難できない。30ｋｍ
圏内5万人の要支援者を支援できる避難計画でなければならない。
在宅要支援者については、2021年災害対策基本法改定によっ
て自然災害時の個別避難計画の整備がはじまったばかり。
原子力災害時の要支援者対応にはほど遠い。
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控訴審準備書面（８）
能登半島地震を受けて避難計画の不備・欠落

〇元日の能登半島地震による被害
・死者２３８名、負傷者１１７９名
・建物被害４万４３８６棟（１月２９日時点）
・避難者３万４１７３名（１月４日時点）
・孤立集落 ２２地区３１２４名（１月１０日時点）

〇茨城県
東北地方太平洋沖地震によって甚大な被害を経験
茨城県地震被害想定調査報告書でも甚大な被害を想定
→地震による家屋の倒壊、道路の寸断を考慮すべき
しかし、一審判決後も屋内退避、避難経路の見直しをしていない
・３０ｋｍ圏 木造家屋８８％、旧耐震基準の家屋２９％
一度の揺れで１万戸が倒壊、余震で２万８０００戸が倒壊
・常陸太田市 山間部を北上して福島県へ避難
「棚倉破砕帯東縁断層、同西縁断層」に向かって避難
土砂災害危険区域、同警戒区域、土石流危険渓流に指定



３ 東海村、日立市の避難計画の不備、欠落
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複合災害を考慮していない
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複合災害についての形ばかりの規定

東海村の避難計画

〇「はじめに」の「複合災害時の対応」
「（１）避難先が被災した場合の対応
避難先地域が被災し避難の受入れが困難となった場合には、

県等関係自治体や国と協議し、一時的な避難先の確保に努める
とともに、早期に第二の避難先を確保する。
（２）被災した道路情報等の提供
村は、大規模地震等により被災し通行不能となった道路等の

情報について、村民、県等関係自治体、国、関係機関等に迅速に
提供する。」（丙Ｇ１４３・７頁）

〇「広域避難計画」の「３．避難経路」
「自然災害との複合災害時においては、避難道路のうち、使用可
能な道路を使用する。なお、県及び村は、大規模地震等により被
災し通行不能となった道路等の情報について、迅速に村民に提
供するものとする。」（丙Ｇ１４３・１１頁）

一時的な避難先（避難
所）、第二の避難先（避
難所）の詳細が不明

情報提供方法が不明

複合災害時に通行できない



東海村の山田修村長
2024年２月２８日定例会見録

「もともと現在の広域避難計画
は、複合災害を前提としておら
ず、原子力事業所の単独災害
を想定したものになっている。
今回の地震災害（引用者注：能
登半島地震）を受けてというこ
とになると、また課題が出てくる
と思うため、その点も含めて次
の段階で議論されていくと思う。
それがどのくらいの時間がかか
るかについては、私が今お答え
できる状況ではない。」（甲G３８３・２
頁）

→村長が、東海村の広域避難計画について、複合災害を考慮して
いない旨を認めている。

（２０２４年２月２９日東京新聞）
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日立市の避難計画

PAZ：約23,500人
坂下地区、久慈地区、
大みか地区（３地区）

UPZ：約144,500人
２０地区
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甲Ｇ３８４・日立市広域避難ガイドマップ・避難経路図のＰＡＺ３地区のマップ。赤色の枠、緑色の枠は一審原告らにおいて加筆。

坂下地区 久慈地区 大みか地区

日立市 PAZ（３地区）の避難経路 大部分が共通

主要避難経路

代替避難経路

主要避難経路 主要避難経路

代替避難経路 代替避難経路
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「Ｆ１断層、北方陸域の断層、塩
ノ平地震断層の連動による地震
の連動の地震」（甲G３２９・茨城県地震被害想定
調査報告書）

・震度６強、震度６弱、震度５強
が想定される地域を、日立市の
ＰＡＺ３地区に共通の避難経路
が通っている

日立市

高萩市

北茨城市

福島県いわき市

F1断層

北方陸域断層

塩ノ平断層
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（甲G３８４の１）

主要避難経路
常磐自動車道
（高速道路） ＮＥＸＣＯ東日本

高速道路に係る地震時の対応
「計測震度４．５（震度５弱に相当
します）以上で通行止めを行い、
道路の点検を行います。※路線に
よっては、計測震度５．０以上で通
行止めとなる箇所もあります。」（甲Ｇ
３８７号証）

原発事故を引き起こすような大地
震が起きた場合、高速道路は通行
止めになり、安全が確認されるま
で、又は復旧がされるまで、避難
経路として通行することはできなく
なる。

日立市PAZの主要避難経路



22（甲G３８８）

坂下地区・久慈地区の
避難経路
耐震補強が必要な橋
梁８４橋、工事完了０橋

大みか地区の避難経路
耐震補強が必要な橋梁
１３０橋、工事完了０橋

大みか地区の避難経路
耐震補強が必要な橋梁
１１４橋、工事完了０橋

日立市PAZの主要避難経路
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日立市PAZの代替避難経路①

３地区共通の代替避難経路のうち国道
３４９号線の経路は、多数箇所に土石流
警戒区域が指定されている。
この経路は、地震による原発事故時に
土石流によって多数箇所が損壊、寸断さ
れ、通行できなくなることが想定される。

（甲G３８５）
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日立市PAZの代替避難経路②

３地区共通の代替避難経路②の国道６号は、
沿岸部を通る経路である。例えば、北茨城市
平潟町付近の経路に多数の急傾斜地崩壊警
戒区域（黄色）、急傾斜地崩壊特別警戒区域
（赤色）が指定されている。
同経路は、地震による原発事故時に急傾斜
地崩壊によって多数箇所が損壊、寸断され、通
行できなくなることが想定される。

（甲G３８６）
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３地区共通の代替避難経路③は、例え
ば、赤丸の箇所で急傾斜地崩壊警戒区
域、急傾斜地崩壊特別警戒区域、土石流
警戒区域、地すべり警戒区域に指定され
ている。
同経路は、地震による原発事故時に急
傾斜崩壊、土石流、地すべりによって多数
箇所が損壊、寸断され、通行できなくなる
ことが想定される。

日立市PAZの代替避難経路③
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・自然災害等により避難経路が使用できない場合を
想定して、予め複数の避難経路が設定されていること。

地震による原発事故時の避難計画には、地震時に道路が土砂災害
によって損壊、寸断することを考慮した上で、地震による原発事故時
にも使用できる避難経路を準備しておく必要がある。
→日立市のPAZの避難経路はいずれも地震による原発事故時に、損
壊、寸断によって通行できなくなることが想定され、考慮すべき事項を
考慮していない。
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・地震に伴う津波による浸水
・地震に誘発される地震
↓

これらによっても、PAZの避
難経路は、土砂災害等による
道路の損壊、寸断によって通
行できなくなることが想定さ
れる。
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東北地方太平洋沖地
震によって、茨城県では
同年４月１１日、塩ノ平
断層において、マグニ
チュード７．０の内陸直
下型地震が発生。

日立市のＰＡＺの３地区
の避難経路は、数々の
活断層の合間を縫って、
また活断層の上を通る
経路であることから、津
波が発生するような大
地震によって、これらの
活断層の地震が誘発さ
れることは、過去の経験
からも十分に想定され
る。
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避難行動要支援者が避難できず取り残されること
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双葉病院事件

・原発から約４．５ｋｍ
・入院患者らが過酷な避難
・第１陣から第５陣に分けて、４日
間にわたって避難
・第２陣の避難では、通常３０分
の距離を約１０時間にもわたって、
寝たきり患者らが点滴も外され
た状態でバスに乗せられ、排泄
ケアや医療ケアを受けられずに、
避難。バスの中で亡くなった方も。
・死者４４名（東電刑事裁判で被
害者とされた人数）（甲E１（国会事故調報告書）・３６１頁）

福島第一原発事故からの避難で起きた悲劇

・高い放射線量のために救助活動をやむなく中断
・入院患者数の把握が不正確
・人員・福祉車両の不足等
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政府事故調中間報告書「備えておくべきこと」
「避難に関しては、数千人から数万人規模の住民
の移動が必要になる場合もあることを念頭におい
て、交通手段の確保、交通整理、遠隔地における
避難場所の確保、避難先での水食糧の確保等に
ついて具体的な計画を立案するなど、平常時から
準備しておく必要がある。特に、医療機関、老人
ホーム、福祉施設、自宅等における重症患者、重
度障害者等、社会的弱者の避難については、対策
を講ずる必要がある」（甲Ｇ４１３号証・４８４頁）

原子力基本法２条３項
「国及び原子力事業者（略）が安全神話に陥り、平成二十三年三月
十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う東京電力株式会社
福島第一原子力発電所の事故を防止することができなかつたことを
真摯に反省した上で、原子力事故（略）の発生を常に想定し、その防
止に最善かつ最大の努力をしなければならない」

→避難計画策定に当たっては、福島第一原発事故の教訓を踏まえて
原子力事故の防止に最善かつ最大の努力をしなければならない
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→避難行動要支援者について、福祉車両、避難を支援する支援者の
確保等が不足する事態が発生することを考慮しなければならない。

「医療機関、社会福祉施設の入
所者、在宅の避難行動要支援
者及び学校・保育所等の児童
等、施設敷地緊急事態要避難
者の状況に応じて、施設敷地緊
急事態における具体的な対応
策や避難先の確保策が示され
ていること。」

「緊急時対応」の確認項目
各地域原子力防災協議会で行う確認についてはこの確認項目に準
じて実施するとされている。

施設敷地緊急事態要避難者の
状況に応じた車両（バス、福祉
車両（ストレッチャー対応、車い
す対応）等）の見積が示されて
いること。
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東日本大震災の教訓として、障害者、高齢者、外国人、妊産婦等に
ついて、情報提供、避難、避難生活等様々な場面で対応が不十分な
場面があったことを受け、上記の人々に係る名簿の整備・活用を促
進することが必要とされた。
そこで、２０１３年の災害対策基本法の改正によって、災害時に自

ら避難することが困難な高齢者や障害者等の避難行動要支援者に
ついて、避難行動要支援者名簿を作成することが市町村の義務とさ
れた（災害対策基本法４９条の１０）。

避難行動要支援者名簿

ところが、
東海村（２０２４年１１月時点、甲G３９７）

・避難行動要支援者の総数は、約１，４００人
・同名簿登録者数は、わずか１０１人
日立市
・避難行動要支援者の総数は、８，２３１人（一審原告らの控訴審における準備書面

（２）９５頁。２０２１年時点の数値。）

・同名簿登録者数は、７，４５０人（２０２４年４月１日時点、甲G３９８・２頁）



34

２０１９年台風１９号等の災害においても、多くの高齢者や障害者
等が被害に遭っている状況を踏まえ、災害時の避難支援等を実効
性のあるものとするためには個別避難計画の作成が有効とされた。
そこで、２０２１年の災害対策基本法の改正によって、避難行動

要支援者について、個別避難計画を作成することが市町村の努力
義務とされた。（災害対策基本法４９条の１４）

個別避難計画

ところが、
東海村：原子力災害時の個別避難計画を作成済みの人数は不明

避難先への移動手段の確保は茨城県で行う旨
日立市：原子力災害時の個別避難計画を作成済みの人数は不明

茨城県知事（２０２１年１０月県議会）
「福祉車両８０００台が必要」（控訴審準備書面（２）４８頁）

しかし、２０２４年９月１０日、茨城県原子力災害対策課と市民の
話し合いの場において、茨城県の職員は、福祉車両は茨城県内で
最大約２６０台しか使えそうにない旨を回答
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大量の車両の移動を考慮していないこと
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高速道路を通行できる場合
算定条件（一審原告ら）
・東海村の西半分の地域が最
寄の東海スマートインターチェ
ンジを使い、同村の東半分の
地域が最寄の常陸那珂港イン
ターチェンジを使う。
・自家用車による避難は１世
帯１台
・バスによる避難者は村民の３
２％（東海村２０１６年住民ア
ンケート）
・バスの乗車人数は５０人乗り
バスで４５人
・親戚・知人宅へ避難する人
数は自家用車で避難する人の
１６．５％（甲Ｇ３９９号証）

東海村

（甲G４００）
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高速道路を通行できない場合
→ 湊大橋、水戸大橋で大渋滞

東海村

（甲G４００）
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（甲G４００）

→常総運動公園：１，７６５台が溢れる
取手競輪場：３，２００台が溢れる
谷和原庁舎及び同伊奈庁舎：約２，０００台が溢れる

→これらの周辺で大渋滞が発生する。

駐車場の不足 東海村



30km圏内の人口密集地帯（DID)

東海第二原発

東海第二原発

沿岸部に約１７万３０００人が集
中（PAZ約２万３０００人、UPZ
約１５万人）↓

39

日立市

←約２ｋｍ幅の狭い平地を北上



日本原電によるシミュレーション 上岡直見氏によるシミュレーション

日本原電「拡散シミュレーションの実施結果について」（甲Ｇ
354号証２６頁・控訴審準備書面（９）６頁）

上岡直見「日本原電のシミュレーション過小評価と茨城県避難計
画の実効性欠如に関する補充意見書」（甲Ｇ3６5号証）（控訴審
準備書面（１２）１３頁）

40
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日立市
PAZ

高速道路を通行できる場合

（甲G４０４）
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日立市
PAZ

日立南太田インターチェンジへ向かう国道６号
日常的に渋滞

この日常的渋滞に加えて、避難車両として約１万台もの車両が
殺到することになる。
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日立市
PAZとUPZ

高速道路を通行できる場合

１５ｋｍ圏内に避難指示が出ると、約３万７，０００台もの車両が日立
中央インターチェンジ付近に集中

（甲G４０４）
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日立市
PAZとUPZ

高速道路を通行できる場合

日立市のUPZの沿岸部の住民が避難する場合、約５万６０００台の
車両となる。仮に、５レーンで、汚染がないとして１台６分の検査時間
を前提に、昼夜休みなく検査をしたとしても、全ての車両の検査に要
する時間は１，１３３時間、つまり４７日間にのぼる。

（甲G４０４）
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日立市
PAZとUPZ

高速道路を通行できる場合

サブの退域時検査所を使ったとしても、
全ての車両の検査に要する時間は、１８日間にのぼる。

（甲G４０４）
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避難所の問題
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茨城県 ２㎡を見直して３㎡へ見直す作業に着手

２０２４年９月時点
９万４０００人分の不足
（甲G409）
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避難所を明らかにしていない

東海村：「避難先」について「守谷市」「取手市」等の避難先自治体
名を記載するのみで、具体的な避難所名を記載していない。
（丙Ｇ１４３号証・資料２－１・２７頁）

日立市：「避難先」について「福島県いわき市」等の避難先自治体
名、避難所数、総収容人数を記載するのみで、具体的な避
難所名を記載していない。（丙Ｇ１５６号証・資料１）

政府事故調の中間報告書
「避難に関しては、数千人から数万人規模の住民の移動が必要にな
る場合もあることを念頭において、…遠隔地における避難場所の確
保…など、平常時から準備しておく必要がある。」（甲Ｇ３８２号証・４８４頁）

福島第一原発事故：家族がばらばらに避難し、探し回る事態
本年元日の能登半島地震：インターネット等の通信の応急復旧は１
月１７日までかかった。

茨城県 「地震に備えて」
「家庭の防災会議を開き、避難場所…等について確認」（甲G４１１）
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まとめ
東海村、日立市の避難計画は、複合災害を考慮しておらず、また

避難行動要支援者の支援者不足・福祉車両不足を考慮しておらず、
さらに大量の車両の移動を考慮しておらず、また避難所の不足、避
難所の確保・公表を考慮していないものである。

「１自治体で実効性があるものにするのは限界があ
る」
「道路の寸断で目的地に行くことができるだろうか」
（甲G４１２）

「もともと現在の広域避難計画は、複合災害を前提と
しておらず、原子力事業所の単独災害を想定したもの
になっている。今回の地震災害を受けてということに
なると、また課題が出てくると思うため、その点も含め
て次の段階で議論されていくと思う。それがどのくらい
の時間がかかるかについては、私が今お答えできる状
況ではない。」（甲３８３・２頁）

東海村山田村長（２０
２４年２月２８日東京
新聞）

日立市小川市長（２
０２４年３月２８日朝
日新聞甲G４１２）
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